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表３－３ 加速度時刻歴波形作成の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 加速度時刻歴波形の例 

 

③ ダム本体の耐性評価方針 

   フィルダム本体の耐性評価として、その貯水機能が維持されることをダムの構

造特性等を反映した解析モデルを用いた動的解析等により確認するとともに、生

じた損傷が修復可能な範囲にとどまることを確認。 

 

④ ダム本体の耐性評価 

    フィルダム本体の耐性評価として、等価線形化法を用いた動的解析を行い、液

状化の発生の有無、すべりの発生の有無を確認。 

液状化が発生する場合には、液状化の範囲が局所的かどうか、又は液状化範囲

の剛性低下を考慮した堤体沈下量が貯水機能に影響を与えないかどうかについ

て確認。 

すべりが生じる場合には、塑性変形解析による堤体沈下量が貯水機能に影響を

与えないかどうかや浸透流破壊のおそれの有無について確認。 
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図３－３ 「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）・同解説（平成 17 年３月国土交通

省）」によるフィルダム本体の耐性評価の流れ 
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⑤ 動的解析モデルの構築 

解析モデルは、堤体と基礎を対象とした２次元モデルとし、過去の調査に基づ

き材料・材質を配置・構成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－４ 解析モデルの例 

 

⑥ 物性値の設定 

物性値は、現地調査試験及び不攪乱資料を用いた土質試験により設定し、必要

に応じ非線形特性を考慮。 

    表３－４ 動的物性値の設定例 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 築堤解析及び浸透流解析による初期応力等の算出 

築堤解析を行った後、過去に観測された堤体の最高水位に基づいて湿潤線を設定

して浸透流解析を行い、初期応力等を算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３－５ 初期応力等計算結果のコンター図の例 
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⑧ Ｌ２地震動による堤体等の最大加速度の計算 

設定したＬ２地震動により、堤体等の最大加速度の分布状況を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３－６ 堤体等の最大加速度の分布状況の例 
 
⑨ 液状化の判定 

液状化に対する安全率で液状化判定を行った結果、安全率が１未満となる部分

があったため、自重沈下解析を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

図３－７ 液状化に対する安全率による液状化判定の例 

  

⑩ 自重沈下解析の結果 

液状化範囲の繰返しせん断による剛性低下を考慮した自重沈下解析を実施し、

沈下量を算定。 

算定の結果、堤体天端付近で約 15cm の沈下量が算定されたが、常時満水位と

天端の標高差は 5.13m であるため、越流が生じるおそれはないほどに小さいと評

価。 
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また、堤体下流部で沈下量が算定されたが約29cmと小さいとの評価。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－８ 自重沈下解析の結果の例 
  
⑪ すべり安定性に関する検討結果 

すべり安定性について解析した結果、安全率が１未満となったが、塑性変形解

析を行った結果、すべりは地震中の 0.01 秒間に生じるだけで、その沈下量は２

mm 以下であったことから、大きな変形は発生せず、ダム水位以下を始点とする

下流すべりも発生しないと評価。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３－９ すべり安定性に関する検討結果の例 

 

（３） ＷＧの検討結果 

① 検討結果 

ＷＧで報告のあった事業者による評価事例８ダム（ダムの型式毎に１ダム）に

ついて、事業者が実施したＬ２地震動に対する耐性評価の方法・プロセスは妥当

であるとの結論を得た。 

更に、詳細な検討を行った４ダムについて、事業者が実施したＬ２地震動の策

定において考慮すべき地震の選定、Ｌ２地震動の策定、地震時応力等の解析、Ｌ

２地震動に対するダムの耐性評価の判断基準及び耐性評価結果の内容はダム形

式毎の特性を反映して評価されており、妥当であるとの結論を得た。 

 



- 54 - 
 

② 今後の課題 

ＷＧでは、事業者がＬ２地震動に対する耐性評価を行ったダムのうち代表的な

ダムについて検討を行った。これ以外のダムについては、今後、事業者による耐

性評価が行われる予定である。これを踏まえ、ＷＧから国41及び事業者が取り組

むべき課題として以下の事項が示された。 

 

＜今後耐性評価すべきダムについて＞ 

堤体の高さが 15ｍ以上のダムのうちＷＧで耐性を確認したダム以外のダム

は、耐性評価の優先順位の考え方、スケジュール等を設定する。 

特に、南海トラフ巨大地震又は首都直下地震によるリスクが他の地震より大

きいダムは、原則としてＬ２地震動に対する耐性評価を他のダムよりも優先し

て行う。 

また、事業者において既にＬ２地震動に対する耐性評価が終わっているダム

であっても、南海トラフ巨大地震又は首都直下地震による地震動の影響を受け

るかどうかを確認し、この地震動による応答が既に行った耐性評価に用いた地

震動によるものよりも大きいと判断された場合は、優先して再評価を行う。 

なお、地元自治体等との事情等により、南海トラフ巨大地震又は首都直下地

震による地震動に対する耐性評価よりも他の地震動による耐性評価を優先し

て行うダムもあり得る。 

堤体の高さが 15ｍ未満のダムのうち、今後、Ｌ２地震動に対する耐性評価

の対象とするものについての条件を設定する（図３－１０「ダムのＬ２地震動

に対する評価計画」参照）。 

 

＜耐性評価での留意点＞ 

Ｌ２地震動によりダム機能に影響を与える恐れのある損傷が生じる場合は、

対策等を検討する。 

コンクリート芯壁等を有するフィルダムのうち、Ｌ２地震動により芯壁にク

ラックが生じる場合は、内部浸食による浸透破壊に関し検討する。 

コンクリートダムについては、その構造形態も考慮し、耐性評価を優先すべ

きと考えられる場合には、ダム全体の耐性について出来るだけ早く解析評価す

る。 

今後ともダムの地震観測に努め、比較的強い地震動の観測記録が得られた場

合には、観測記録を用いてダム位置での地震動の特性、ダムの挙動を把握し、

今後Ｌ２地震動による耐性評価を行うダムにあってはその評価に活用する。ま

た、Ｌ２地震動による耐性評価が終わっているダムであっても、観測記録を用

いた再現解析によりＬ２地震動、解析モデル及びＬ２地震動による耐性評価の

妥当性について再確認する。 

                                            
41 第３章における国とは経済産業省のことをいう。 
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また、得られた観測記録については、今後の照査の向上に資するとともに、関

係機関等で進めている地震波形のデータベース化等への協力に努める。 

 

＜地震計の設置促進、地震記録の活用の促進＞ 

ダムの耐性評価の高度化のため、事業者は、主要なダムやＬ２地震動に対す

る耐性評価で扱った地震動が大きいダムへの地震計の設置及び地震記録の活

用を進める。なお、地震計の設置に当たっては、ダム高、総貯水量、地域性等

を考慮する（参考３－５）。 

   

＜耐性評価のスケジュール＞ 

全国の発電専用のダムのＬ２地震動による耐性評価計画は次図を予定して

おり、また、評価結果は関係者との協議を踏まえ準備が整い次第、事業者の

HP 等において順次公表を予定している。 

 

 
（注１） 評価計画については、評価着手及び評価取りまとめ予定。 
（注２） 南海トラフ巨大地震又は首都直下地震による地震動の影響を受けるダムにあって

は、この地震動によるリスクが他の地震によるものよりも大きくなると考えられる
場合、他のダムよりも優先してＬ２照査を行う。 

（注３） 一旦機能を喪失した場合に人命に重大な影響を与える可能性のあるダム
を選定。 

（注４） 評価には、静的解析評価や当該ダム近傍の類似ダムの解析結果によるみなし評価を
含む。 

（注５） 高さ15ｍ未満のダムであって、以下のいずれかに該当するもの。 
①貯水機能を有さないもの 
②当該ダムの下流において河川護岸や堤防の高さがダムの堤高より高いもの 
③ダム放水時に無害流量で河川を流下できるもの 
④直下のダムにおいて、当該ダムの放水を貯留できるもの 
⑤当該ダムの下流において人家等がなく人的被害の生じるおそれがないもの 

図３－１０ ダムのＬ２地震動に対する評価計画 
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＜事業者による耐性評価のフォローアップ＞ 

国は、事業者が行う耐性評価の進捗状況について、定期的に調査を行う等フ

ォローアップを実施する。 

 

＜設計段階における耐性評価の整備＞ 

国は、今後行われるダムのＬ２地震動による耐性評価の実績を踏まえ、他省

庁と連携し、ダム設計段階でも評価が行えるような環境を整備していく。 

 

＜ダム損傷時の対応方法の検討＞ 

国は、Ｌ２地震動により、万が一にもダムに損傷が生じた場合の対応（ダム

操作、河川管理者、下流域の県市町村との連絡体制等）について、関係者と連

携して検討していく。 

 

３．３ 集中豪雨に対するダムの耐性評価の検討  

（１） ＷＧの検討内容 

事業者は、最近の気候変動に伴う異常な集中豪雨の頻発を踏まえ、原則として堤

体の高さが 15m 以上のフィルダムについて、最近の降雨データ又は洪水データを

考慮に入れ、今後 200 年間において１回起こると考えられる洪水流量（以下「200

年確率洪水流量」という。）が流入したとき、洪水が堤体上を越流しダムの安全性

を損なうような事態が生じないか評価を行っている。 

ＷＧでは、①に示す９ダムの評価事例について、②に示す主な検討項目に基づき、

事業者が行った評価内容の妥当性の検討を行った。 

 

① ＷＧで報告された事業者による評価事例（９ダム） 

ＷＧで報告される事例については、フィルダム 42 ダムのうち、事業者による

次の評価内容毎に３ダムずつ合計９ダムとした。 

ア 200 年確率洪水流量がダムの設計洪水流量又は異常洪水流量を下回るもの

＜評価事例（Ⅰ）＞（該当ダムは 36 ダム） 

イ 200 年確率洪水流量がダムの設計洪水流量又は異常洪水流量を上回るが、ダ

ムの洪水処理可能量（洪水吐の放流可能量又は洪水吐や発電などによる放流可

能量）を下回るもの＜評価事例（Ⅱ）＞（該当ダムは３ダム） 

ウ 200 年確率洪水流量がダムの設計洪水流量又は異常洪水流量を上回り、かつ

ダムの洪水処理可能量も上回るもの＜評価事例（Ⅲ）＞（該当ダムは３ダム） 

 

② 検討項目 

ＷＧの検討項目は次のとおりである。  

ア 200 年確率洪水流量の予測方法 

イ 洪水が堤体上を越流する可能性の有無 
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ウ 評価結果 

 

（２） ＷＧで事業者から報告された評価の結果 

① 評価事例（Ⅰ）のダム（参考３－６－１～４、参考３－７－１～４） 

３ダムとも 200 年確率洪水流量が設計洪水流量又は異常洪水流量を下回って

おり、洪水が堤体上を越流する可能性はない。 

② 評価事例（Ⅱ）のダム（参考３－６－１～４、参考３－８－１～６） 

３ダムとも 200 年確率洪水流量が設計洪水流量又は異常洪水流量を上回るが、

ダムの洪水処理可能量を下回っており、洪水が堤体上を越流する可能性はない。 

③ 評価事例（Ⅲ）のダム（参考３－６－１～４、参考３－９－１～９） 

３ダムとも 200 年確率洪水流量がダムの設計洪水流量又は異常洪水流量を上

回り、かつダムの洪水処理可能量も上回るが、いずれも現在のダム運用上の最高

水位をもとにダムへの洪水流入量、ダムからの放流量及び貯水位の時間的変化に

ついて詳細解析を行った結果、洪水が堤体上を越流する可能性はない。 

 

（３） ＷＧの検討結果 

① 検討結果 

ＷＧでは、事業者が行った洪水に対するフィルダムの耐性評価内容の妥当性に

ついて、（１）②の検討項目に基づいて評価事例を用いて検討した。その結果、

200 年確率洪水流量の予測方法、洪水が堤体上を越流する可能性の有無について

の評価内容に特段の問題はなく、事業者が行った洪水に対するフィルダムの耐性

評価は妥当であるとの結論を得た。 

 

② 今後の課題 

ＷＧにおいては、最近の降雨データ又は洪水データをもとにした 200 年確率洪

水流量によりフィルダムの耐性評価の検討を行ったが、今後とも降雨量又は洪水

流量に関する最新のデータや研究成果を反映した再評価が重要であるとの観点

から、国及び事業者が取り組むべき課題として以下の事項が示された。 

   

 ＜洪水流量の確認＞ 

事業者は、引き続き最新のデータに基づき 200 年確率洪水量について検討し、

その結果から、現状のダム洪水吐の放流能力や貯水池の運用等によりダムの耐

性を維持していけるかを確認する。 

 

    ＜ダムの耐性向上への対応＞ 

国は、最新のデータや研究成果を踏まえ、200 年確率洪水流量に対してダム

の洪水吐の放流能力や貯水池の運用等が対応できない可能性があると判断さ

れた場合には、関係者と連携して必要な措置について検討する。 
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３．４ 大規模地すべりに対するダムの耐性評価 

（１） ＷＧの検討内容 

ダムの湛水池周辺地山において、地震時又は豪雨時に万一大規模な地すべりが発

生し、大量の土塊が湛水池に急激に流入すると、貯水面が盛り上がり、津波のよう

な段波が発生し、場合によっては貯水がダム堤体を越流する。その越流量が大量で

あると下流に災害をもたらす恐れがある。また、ダムがフィルダムの場合は、貯水

の大量の越流によりダム本体が損傷し、下流に災害をもたらす恐れもある。 

このため、ダムの湛水池周辺の地山について、現在、地すべり兆候が見られるダ

ムにあっては、大規模地すべりの発生の可能性の有無を確認することが重要である。

また、湛水池周辺地山において将来大規模地すべりが発生する可能性のある地点を

予測し、詳細な調査と所要の対策を行うことも重要である。 

ＷＧでは、現在、湛水池周辺地山で地すべり兆候が見られる３ダムについて、大

規模地すべりの発生の可能性に係る事業者の評価内容について、次に示す主な検討

項目に基づき妥当性の検討を行った。 

 

＜大規模地すべりの発生の可能性に係るＷＧでの検討項目＞ 

① 監視体制、計測項目、対策工の実施状況 

② 地すべり土塊の量、地すべりの挙動等の経過 

③ 監視のあり方 

④ 評価結果 

また、事業者が湛水池周辺地山において将来大規模地すべりが発生する可能性の

ある地点の予測に活用するため、現在、国において調査を行っている大規模地すべ

り発生可能性調査マニュアルの作成の進め方についても検討した。 

 

（２） ＷＧで事業者から報告された評価の結果 

湛水池周辺地山で地すべり兆候が見られる３ダムについて、いずれも事業者によ

って周辺地山を対象としたボーリング調査により地すべり面が推定され、必要に応

じ所要の対策が施されている。 

現在いずれのダムも地すべり兆候が見られる箇所の状態は安定しており、仮に地

すべりが発生しても流入する土塊の量はダムの貯水容量に比較して小さいことが

見込まれているが、引き続き地すべりの挙動を監視するとしている。 

（参考３－１０－１～８、参考３－１１－１～５、参考３－１２－１～９） 

 

（３） 国によるマニュアルの作成に向けての調査の進め方 

国では、平成 25 年度に大規模地すべりや湛水池周辺の地すべりの事例及び地す

べりが発生する可能性のある地点の予測に関する評価手法について、文献の調査・

整理を行った。 

大規模地すべりの事例収集・整理では、大規模地すべりの発生位置、発生年月日、
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誘因等について整理した。 

大規模地すべりが発生する可能性のある地点の予測に関する評価手法の整理で

は、空中写真、レーザー測量、衛星画像等を用いた地すべりの発生可能性の評価の

手法（指標や利用するデータ等を含む）について整理し、有効と考えられる手法と

して、11 手法42を抽出した。（参考３－１３－１～２２） 

今後、平成 25 年度に抽出した 11 手法について最新の研究成果を取り入れつつ、

実効性の高い手法を絞り込み、さらにそれらの調査結果を統合・関連付けを進めて

大規模地すべりが発生する可能性のある地点の予測に利用できる実践的な評価手

法を検討し、大規模地すべり発生可能性調査マニュアル（案）を作成する。 

具体的には、平成 26 年度には試案を作成し、平成 27 年度にはマニュアル（案）

を作成する。 

 

（４） ＷＧの検討結果 

① 検討結果 

事業者から報告された３ダムについては、地すべり兆候が見られるものの、必

要に応じ所要の対策が行われ、現在の湛水池周辺地山の状態は安定しており、地

すべり土塊も貯水池の規模に比較して小規模なものであるとした評価は妥当で

あるとの結論を得た。 

また、国による大規模地すべり発生可能性調査マニュアル（案）の作成に向け

ての進め方や内容について審議した結果、次のとおり今後の課題が示された。 

 

② 今後の課題 

ＷＧにおいては、大規模地すべり発生可能性調査マニュアル（案）を実践的な

ものにするため、国が取り組むべき課題として以下の事項が示された。 

  

＜地すべり発生可能性の評価手法の検討＞ 

国は、既設ダム又は新設ダムの湛水池周辺地山の地すべりの発生の可能性を

判断する際に有効な評価手法（レーザー測量、過去・現在の航空写真の比較等）

及びそれらの判断指標について検討する。 

    また、大規模地すべりによる段波の発生に係るシミュレーション事例の整理

を行う。 

 

＜越流時の対応＞ 

国は、地すべりの発生又は地すべりの発生による越流等によって、下流に影

響を及ぼす可能性が確認された場合における下流への警報や対策の在り方等

について、関係者と連携して検討する。 

                                            
42 空中写真判読、レーザー測量、衛星画像等を用いた手法であり、詳細は巻末資料「参考３－１３－１～参考３－１

３－２２」参照 
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＜マニュアルの活用性＞ 

国は、大規模地すべり発生可能性調査マニュアル（案）について、事業者が

活用しやすい内容となるよう工夫する。 

 

３．５ 自然災害に対する水路等水力発電設備の保全対策及び今後の対応 

（１） ＷＧの検討内容 

集中豪雨、地すべり等の自然災害の発生により出力規模の大きい水力発電所や水

系全体の複数の水力発電所の設備が度々損傷し、長期にわたる著しい供給支障を招

く事態は避ける必要がある。 

このため、国では集中豪雨、地すべり等による水力発電設備の被害を防止、低減

するための対策のあり方についてマニュアルを作成し、事業者が水力設備の保全対

策を講じる際の参考となるように、現在、調査を行っているところである。 

ＷＧでは、この水力発電設備対策マニュアルが事業者にとって効果的な対策の検討

に有用な資料となるよう調査の進め方について検討を行った。 

 

（２） 国によるマニュアルの作成に向けての調査の進め方 

① 国による平成 25 年度の調査 

国は、平成 25 年度に次の調査を行った。 

ア 文献等による水力設備の自然災害による損傷形態の実態把握 

イ 自然災害ごとの損傷形態案の整理 

ウ 損傷度及び管理レベルの評価区分及びマトリックスの案の作成 

 

② 国による平成 26 年度の調査 

国による平成 26 年度の調査内容は次のとおり。 

ア 自然災害による損傷形態について、水力発電所管理者を対象にアンケート調

査を行い、詳細な被害実態を把握する。 

     ・自然災害発生状況 

     ・設備の被災状況（損傷状況、波及影響、復旧対策、復旧期間等） 

     ・自然災害への事前対策の有無、内容、効果（ハード面、ソフト面） 

イ 平成 25 年度の調査の結果及びアンケート調査の結果を基に、水路等の水力

発電設備に発生しうる自然災害想定シナリオを、自然災害の種類とその程度に

分けて複数作成。 

ウ 自然災害想定シナリオごとに設備の損傷度及び管理レベルに応じた予防保

全・事後保全の対策を検討し、自然災害に対する水力発電設備対策マニュアル

（案）を平成 26 年度に作成し、事業者による今後の水力設備の保全対策の参

考とする。 
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（３） ＷＧの検討結果 

① 検討結果 

自然災害に対する水力発電設備対策マニュアル（案）の調査の進め方について

審議した結果、次のとおり今後の課題が示された。 

 

② 今後の課題 

ＷＧにおいては、水力発電設備対策マニュアル（案）の調査に当たり、国が取

り組むべき課題として以下の事項が示された。 

 

＜活用方策や調査工程表等の検討＞ 

国は、水力発電設備対策マニュアル（案）について、事業者が既に実施して

いる方法等も考慮して、事業者による活用方策や調査工程表等を検討する。 
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第４章 その他の自然災害等に関する評価と今後の対応  

  

４．１ 集中豪雨に対する送電鉄塔等の耐性評価 

（１） 事業者からの報告 

17 万 V 以上の送電鉄塔を対象に、集中豪雨による山岳の地すべり等に対する耐

性及び保全体制の在り方を確認し、集中豪雨を含む大雨による地すべり、土砂流出

など（以下「斜面崩壊」という。）に対して、以下のハード面とソフト面から検証

した。 

・ハード面・・・鉄塔位置の選定、鉄塔基礎設計、斜面崩壊対策 

    ・ソフト面・・・事前の備え、大雨後の対応、斜面崩壊発見時の対応 

 

① 鉄塔位置選定、鉄塔基礎設計、斜面崩壊対策の基本的な考え方 

鉄塔位置選定では、既存の地形図・地質図、地表地質調査結果等に基づき、

地すべり防止区域や周囲に崩壊跡があるなど斜面崩壊の危険性がある箇所を回

避する。 

鉄塔基礎設計では、やむを得ず、地すべりなどが懸念される箇所を選定する場

合は、土の重量に依存しない鉄塔基礎43の採用や斜面安定性評価を実施する。 

斜面崩壊対策では、現地の状況に応じて、斜面安定性評価を実施し、法面保護

工や抑止工、擁壁工を実施する。 

さらに、ハード面の対策のみに依存せず、万が一の斜面崩壊発生に備え、保全

体制（ソフト面）も構築している（参考４－１～参考４－４）。 

保全体制の事例：気象情報の把握、降水量の把握、ブルーシート敷・土嚢積み

による更なる土砂崩壊進展の防止等 

 

② 事業者の評価 

集中豪雨は局地的に発生する短時間強雨であり、集中豪雨を含む大雨の送電

鉄塔への影響については、ハード面・ソフト面の対応により極小化を図ってい

る。 

なお、電力供給システムは広範囲に広がる多重化・多ルート化されたネット

ワークであり、局地的な集中豪雨により、直接著しい供給支障発生の可能性は

極めて低い。 

 

（２） 本ＷＧの評価 

（１）のとおり、事業者から 17 万 V 以上の送電鉄塔を対象に、集中豪雨による

山岳の地すべり等に対する耐性及び保全体制の在り方について報告があったとこ

                                            
43 基礎耐力に土の重量を期待する逆Ｔ字型基礎に比べ、深礎基礎は基礎自重に依存しているため、土砂流出に伴う影響

は小さい。 
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ろ、本ＷＧにおいて、事業者の耐性評価の考え方及び評価結果の妥当性を確認した。 

本検討からは、集中豪雨は、局地的に発生する短時間強雨であり、更にそれに

伴う地すべりの予測等には困難な面があるものの、今後とも集中豪雨による地すべ

りに係る予測技術の動向を踏まえて、個別地点のリスク評価等や予防保全的な対策

を検討することが重要であることが得られた。 

 

 

４．２ 暴風（台風、竜巻等）に対する送電鉄塔等の耐性評価 

（１） 事業者からの報告 

評価対象設備は、17 万 V 以上の架空送電設備44とし、台風、竜巻による過去の被

害実績相当のものについて、過去最も過酷な条件で発生した暴風（竜巻、台風等）

が発生したとしても、著しい（長期的かつ広域的）供給支障が生じないかの評価と

対策を検討した。 

  

  ① 評価の考え方 

送電鉄塔は、国の省令において、満足すべき風圧荷重が決められていることに

加えて、過去の大型台風による設備被害経験から、民間設計基準等の見直しとと

もに、立地環境等に応じて耐性強化してきた経緯を踏まえ、「対策実施の妥当性」

及び「電力供給への影響」の観点で評価した。 

 

  ② 台風に対する評価結果 

台風の送電鉄塔の設計の考え方（参考４－５）として、過去の鉄塔倒壊被害を

踏まえた再発防止対策（強風が局地的に強められる特殊箇所は、風圧値を割増な

ど）を逐次、民間設計基準等へ反映し、これを踏まえ設計上対応してきた。 

台風への耐性評価（送電鉄塔の倒壊実績と対策実施状況等を踏まえた評価）（参

考４－６～参考４－８）は、台風による鉄塔倒壊被害は減少傾向（平成 17 年度以

降は倒壊被害なし）にあり、また、第三者による調査結果45においても、台風へ

の耐性は有りと評価されている。 

 

③ 竜巻に対する評価結果 

竜巻の文献等及び過去の被害実績による耐性評価については、既往文献46及び

過去実績から、Ｆ３（藤田スケール：風速 70～92m/s）クラス以下の規模の竜巻

については、鉄塔に耐性があることを確認した。 

過去の被害実績に関しては、国内観測最大クラスはＦ３（風速 70～92m/s）で

あり、Ｆ４（風速 93～116m/s）以上は観測されておらず、Ｆ３クラス発生によ

                                            
44 地中送電設備については、過去 20 年間で、暴風による供給支障事故が無いことから、対象外とした。 
45 平成 25 年度経済産業省委託事業〔災害に強い電気設備検討調査（送電鉄塔）（委員長：大熊 武司 神奈川大学名誉

教授）〕 
46 文部科学省調査研究「竜巻等の実態および発生予測と対策」（平成 20 年） 
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る送電設備の被害は、一部設備損壊のみであった（66kV 規模の電線断線やがい

し破損等で、同竜巻が通過した 500kV 送電設備には被害無し）。このため、鉄塔

倒壊など大規模な損壊には至っていない。 

電力供給への影響評価については、海外では、竜巻による鉄塔倒壊の事例47が

あり、Ｆ４クラス以上の竜巻などでは、鉄塔倒壊の可能性は否定できない。ただ

し、電力供給システムは、多重化・多ルート化で構築されており、局地的に発生

する竜巻に対しては、著しい供給支障発生の可能性は極めて低い。 

 

（２） 本ＷＧの評価 

（１）のとおり、事業者から 17 万 V 以上の送電鉄塔を対象に、過去最も過酷な

条件で発生した暴風（竜巻、台風等）が発生したとしても、著しい（長期的かつ広

域的）供給支障の有無の評価と対策について報告があったところ、本ＷＧにおいて、

事業者の評価の考え方及び評価結果の妥当性を確認した。本検討からは、以下のこ

とが得られた。 

気候変動に関する政府間パネル（ICPP）の検討で予測されるように、長期的に見

て台風の巨大化等が進んだ場合は、台風の影響範囲は数百 km と広範囲に及ぶこと

から、複数の送電ルートが被災する可能性もある。 

このため、今後とも台風の予測に関する動向を収集するとともに、耐風性や対策

に係る調査研究を行っていくことが重要である。併せて、巨大台風に対する電力供

給システムにおける多重化・多ルート化の有効性を引き続き検証していくことが重

要である。 

また、海外では、Ｆ３クラスを超える竜巻も発生していることから、将来的なＦ

４クラスの竜巻の発生に関する予測等を踏まえ、電力供給システムの密集地での多

重化・多ルート化の有効性を引き続き検証していくことが重要である。 

    

 

４．３ 大規模火山噴火に対する電気設備等の耐性評価 

（１） 事業者からの報告 

評価対象設備は、ガスタービン発電設備、17 万 V 以上の送電設備及び変電設備

とし、富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成 16 年７月内閣府等）に基づ

く被害想定48を活用し、大規模火山噴火への対応として、富士山噴火を事例に、降

灰、溶岩流及び火砕流等による被害状況の評価及び対応策を検討した。 

  

  ① 評価の考え方 

降灰に対するガスタービン発電設備については、上記報告書の「降灰可能性マ

                                            
47 2011 年４月に米国で発生した F5 クラスの竜巻により送電鉄塔が倒壊した。 
48 同報告書で最大規模の噴火である宝永噴火の被害想定を活用した。 
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ップ49」にて、コンバインドサイクル（ガスタービン）発電所地点の降灰深を確

認し、ガスタービン吸気フィルタへの詰まりの影響を評価した（参考４－９～参考

４－１１）。対象となる発電所は、東京電力６発電所（発電出力計 1,534 万 kW）

であり、降灰深はいずれも２cm となる。 

降灰に対する送電設備、変電設備については、過去の被害発生状況を踏まえ、

「降灰」による被害想定に基づき、電力供給への影響（著しい供給支障発生の有

無）を評価した。 

溶岩流、火砕流等については、「溶岩流」、「火砕流」、「融雪型火山泥流」、

「噴石」及び「土石流」の被害想定に基づき、被害想定範囲の設備が全損壊する

ものと仮定して、電力供給への影響（著しい供給支障発生の有無）を評価した。 

 

② 影響評価と対策 

降灰によるガスタービン発電設備の吸気フィルタへの影響評価は、吸気フィル

タへの火山灰の詰まりにより、急激な差圧の上昇と、通常よりも早期の取替管理

値への到達が懸念される。このため、フィルタ取替頻度は、降灰量とフィルタ粉

塵捕集性能から、約 10 日毎（平均）50と想定した。 

大規模火山噴火に対する対策として、噴火が発生した場合には、順次以下のよ

うな対策を実施し、供給力の確保に努める。 

ア 火山情報を把握しながら、事前に交換用のフィルタの早期調達及び交換作業

要員の確保が必要である。（フィルタの交換には、数日程度／ユニット。現状

の要員で対応可能。） 

イ 詰まり状況の把握のため、フィルタの差圧の監視強化を図る。 

ウ フィルタの詰まり状況と調達状況を勘案しながら、必要に応じて発電出力の

抑制または停止措置等によりフィルタの延命化を図り、計画的な交換を実施す

る。 

エ フィルタの延命化による供給力への影響（例）としては、電力需要の変化に

合わせた運転時間の制限（昼間運転、夜間停止等）により、対象６発電所出力

合計の２～３割程度の供給力低下が想定される。 

 

過去の火山噴火（降灰）による送電設備、変電設備への影響評価は、九州地方の

火山噴火（降灰）によって、17 万 V 以上の電気設備における供給支障事故及び設備

被害は無かった（参考４－１２、参考４－１３）。 

灰除去作業を基本とした対応として、周辺環境により、降灰時に局所的に電気事

故が発生する可能性は否定できないことから、巡視・点検等で現場の降灰状況を確

認し、風による飛散や雨洗効果の可能性等必要に応じて、予防保全的措置としての

                                            
49 噴火位置の分布（大規模噴火火口分布領域）と発生時期毎の降灰分布（12 ヶ月分の月別降灰分布）を包括して作成

された降灰分布図。 
50 １ヶ月間噴火が継続する一定量噴火モデル（富士山ハザードマップ検討委員会報告書）より試算した。 
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灰除去を実施する（参考４－１４）。このため、電気事故が発生しても、汚損碍子の

清掃により機能回復が可能であることから、著しい供給支障には至らない。 

富士山噴火による降灰影響評価については（参考４－１５）、富士山ハザードマップ

による降灰量（月堆積最大量）から、降灰分布の 30 ㎝以上において、これまで確認

できた九州地方の最大降灰量（観測所の実績値）を超過するものの、当該範囲にある

17 万 V 以上の全設備で電気事故が発生した場合でも、電力供給に必要な最小限の設備

（１ルート確保）に対して、灰を除去できる体制（要員数）を有していることを確認

できたことから、降灰による著しい供給支障は発生しない（参考４－１６）。 

溶岩流、火砕流、融雪型火山泥流、噴石による送電設備、変電設備の影響は、富士

山ハザードマップによる被害想定範囲が最大となる溶岩流について、同範囲にある設

備が損壊すると仮定した場合、送電線２線路について、被災の可能性がある。ただし、

系統切替により供給支障の解消（又は回避）が可能である（参考４－１７）。 

 

土石流による送電設備、変電設備の影響評価（参考４－１８）は、富士山ハザードマ

ップによる降灰 10 ㎝以上のエリア51に存在する対象設備について、『被害エリアに該

当する変電所はないこと』と『送電線は被害エリアを経過するものの、渓流や谷地形

の箇所に鉄塔を建設していないこと』を管理図面にて確認した52。 

降灰後の降雨時の影響については、電気設備周辺の土石流の発生状況を確認するた

め、予防（保安）巡視を実施する保全体制を構築（集中豪雨等の発生時には既に実施

済）している。万一、降雨量の影響等により、電気設備に影響を与える土石流に発展

したとしても、電力供給システムの多重化・多ルート化により被害は限定的である。 

これらから、土石流による著しい供給支障発生の可能性は極めて低い。 

 

（２） 本ＷＧの評価 

（１）のとおり、事業者からガスタービン（コンバインドサイクル）発電所、17

万 V 以上の送変電設備を対象に、富士山ハザードマップ検討委員会報告書の被害想

定ケースにおける降灰、溶岩流、火砕流等、土石流の影響評価と対策について報告

があったところ、本ＷＧにおいて、事業者が行った影響評価及び対策、並びに耐性

評価の妥当性を確認した。 

本検討からは、以下のことが得られた。 

降灰対策について、今回、灰除去のための作業体制等は確認できたものの、降灰

時には道路寸断等も想定されることから、降灰対策の実行性を高めるためには、道

路啓開等による早急な通行が可能になるよう自治体等との連携を図ることが重要

である。 

 

                                            
51 富士山ハザードマップ検討委員会報告書の土石流マップ上の被害マップは、降灰 10cm 以上エリアのうち、「各都道

府県が調査した土石流危険渓流」と「国交省の調査要領にもとづく谷地形（1/25,000 の地形図より抽出）」を基に作成

されている。 
52 対象設備数は、変電所：７箇所、送電線：10 線路 762 基 
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また、今回は、富士山大規模噴火を事例に評価したところであるが、他火山につ

いても、日本列島が火山列島であることを認識し、今後とも火山噴火の予測技術の

動向を踏まえ、火山噴火ハザードマップを活用して、引き続き防災対策の充実化を

図ることが重要である。 

 

 

４．４ 太陽フレアに伴う磁気嵐に対する変電設備等の耐性評価 

（１） 事業者からの報告 

   ① 太陽フレアに伴う磁気嵐が電気設備に与える影響 

太陽フレアに伴う磁気嵐によって地磁気誘導電流（直流分）が系統に流れ、そ

れが電気設備に与える影響として、以下のようなものが考えられる。 

ア 変圧器への影響（変圧器磁気飽和による鉄心加熱） 

変圧器への影響としては、直流分が流れ込むことで、変圧器磁気回路に飽和

が生じ、鉄心付近が加熱する。（「直接接地かつ長距離送電線の末端に設置さ

れる変圧器」において影響が出やすい。） 

イ 電圧低下（変圧器磁気飽和による無効電力消費増） 

変圧器鉄心の飽和により無効電力消費が増大し、電圧低下を生じる。 

ウ 高調波の発生（変圧器磁気飽和による高調波発生） 

変圧器鉄心の飽和により高調波成分が系統に発生し、各機器の動作特性に悪

影響を与えることがある。 

エ 保護リレーの不要動作（地磁気誘導電流による保護リレー不要動作） 

地磁気誘導電流が大きい場合に保護リレーが不要動作する。 

 

② 過去事例と同様の太陽フレアが発生した際の日本の電気設備への影響と評価

（参考４－１９～参考４－２１） 

平成元年３月にカナダ ハイドロケベック社が大停電に至ったのは、以下に示

すような、同社の電気設備的及び地理的要因によるものと言える。 

超高圧送電線が非常に長距離であるため、系統安定度対策として必要な調相設

備への依存度が高い。また、超高圧送電線が高緯度に位置するため、太陽フレア

により発生する地磁気誘導電流が大きい。調相設備の保護装置に高調波対策が施

されていなかったため、高調波の発生により調相設備が停止した。 

日本の設備の特徴として、低緯度・送電線が短いため磁気嵐や地磁気誘導電流

の影響が小さく、これに伴う高調波の影響が小さい。調相設備の保護装置に高調

波対策は既に実施されており、高調波により調相設備は停止しない。また、調相

設備への依存度が低く、仮に調相設備が停止しても安定送電が可能である。 

 

③ 事業者の評価のまとめ 

太陽フレアに伴う磁気嵐が発生した際の日本の電気設備への影響の評価とし
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て、日本においては、その電気設備的・地理的特徴から、そもそも太陽フレアに

伴う磁気嵐による影響が限定的である。仮に、巨大な太陽フレアに伴う磁気嵐の

影響を受けるとした場合の、電気設備への影響評価と対応は以下の通りである。 

ア 変圧器への影響（変圧器磁気飽和による鉄心加熱） 

一部変圧器（直接接地・主に長距離送電線末端）で影響が出る可能性は否定

できないが、変圧器絶縁油の温度を常時監視しており、異常警報が発報した場

合は、現場で設備状態の確認等を実施して、運転継続の可否を判断する。仮に、

運転を停止した場合も周辺系統の調整により影響を回避できる(平素より設備

停止時の対応訓練実施)。 

イ 電圧低下（変圧器磁気飽和による無効電力消費増） 

一部変圧器(直接接地・主に長距離送電線末端)で影響が出る可能性は否定で

きないが、その場合も周辺系統の調整により影響を回避できる(平素より設備

停止時の対応訓練実施)。 

ウ 高調波の発生（変圧器磁気飽和による高調波発生） 

      高調波対策は既に実施済みである。 

エ 保護リレーの不要動作（地磁気誘導電流による保護リレー不要動作） 

一部保護リレー(直接接地・主に長距離送電線末端)で不要動作が発生する可

能性は否定できないが、その場合も周辺系統の調整により影響を回避できる

(平素より設備停止時の対応訓練実施)。 

以上のことから、日本においては、そもそも太陽フレアに伴う磁気嵐による影

響が限定的であり、仮に影響を受けるとしても、設備の部分的かつ一時的な影響

の可能性に止まり、著しい（広範囲かつ長期間）供給支障発生の可能性が極めて

低い。 

 

（２） 本ＷＧの評価 

（１）のとおり、事業者から送変電設備を対象に、太陽フレアに伴う磁気嵐に対

する影響評価と対策について報告があったところ、本ＷＧにて、事業者の影響評価

の考え方及び対策の妥当性を確認した。 

本検討からは、以下のことが得られた。 

平成 23 年から X クラスという大きな太陽フレアの発生数が上昇してきている53

状況に鑑み、巨大な太陽フレアに伴う大磁気嵐発生の可能性を認識することが重要

である。このため、太陽フレアや磁気嵐等を観測・予報している関係機関と観測情

報等の連携を強化するとともに、巨大な太陽フレアが観測された場合には、迅速な

対応による設備損壊の未然防止が実現できる体制の強化が重要である。 

さらに、太陽フレアに伴う磁気嵐による地磁気誘導電流発生等に至る定量的メ

カニズム等については、確立した知見が得られていないことから、関係者の協力を

得て調査研究等を進め、送変電設備に重大な影響を与えるような新しい知見が得ら

                                            
53 （独）情報通信研究機構 HP 



- 69 - 
 

れた場合には、対策の充実化等の検討が重要である。 

 

４．５ 今後の対応 

（１） 集中豪雨 

＜集中豪雨による地すべりに対する個別地点の対策の検討＞ 

事業者は、今後とも集中豪雨による地すべりに係る予測技術の動向を踏まえて、

個別地点のリスク評価等をあらかじめ講じるとともに、必要に応じ、予防保全的

な対策を検討することが重要である。（P63 再掲） 

 

（２） 暴風（台風、竜巻等） 

＜暴風に対する耐風性や対策に係る調査研究の実施等＞ 

事業者は、今後とも台風の予測に関する動向を収集するとともに、耐風性や対

策に係る調査研究を行っていくことが重要である。併せて、巨大台風に対する電

力供給システムにおける多重化・多ルート化の有効性を引き続き検証していくこ

とが重要である。（P64 再掲） 

 

    ＜Ｆ４クラスの竜巻に対する電力供給システムの多重化等の有効性検証＞ 

将来的なＦ４クラスの竜巻の発生に関する予測等を踏まえ、事業者は、電力供

給システムの密集地での多重化・多ルート化の有効性を引き続き検証していくこ

とが重要である。（P64 再掲） 

 

（３） 大規模火山噴火 

＜降灰対策の実行性を高めるための自治体等との連携＞ 

事業者は、道路啓開等による早急な通行が可能になるよう自治体等との連携を

図ることが重要である。（P66 再掲） 

 

   ＜富士山以外の火山噴火に対する防災対策の充実化＞ 

事業者は、他火山についても、今後とも火山噴火の予測技術の動向を踏まえ、

火山噴火ハザードマップを活用して、引き続き防災対策の充実化を図ることが重

要である。（P67 再掲） 

 

（４） 太陽フレアに伴う磁気嵐 

＜太陽フレア観測機関との連携の強化等＞ 

事業者は、巨大な太陽フレアに伴う大磁気嵐発生の可能性を認識することが重

要である。このため、太陽フレアや磁気嵐等を観測・予報している独立行政法人

情報通信研究機構と観測情報等の連携を強化するとともに、巨大な太陽フレアが

観測された場合には、関連部署等に太陽フレアやこれに伴う大磁気嵐発生の可能

性に係る情報の共有化を図り、迅速な対応による設備損壊の未然防止が実現でき
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る体制が強化されるよう、改めて周知・徹底することが重要である。（P68 再掲） 

 

＜太陽フレアによる地磁気誘導電流発生に係るメカニズムの調査研究の実施＞ 

国は、太陽フレアに伴う磁気嵐による地磁気誘導電流発生等に至る定量的メカ

ニズム等について、関係機関、事業者等の協力を得て調査研究等を進めていくこ

とが重要である。（P68 再掲） 

 

＜巨大太陽フレアに伴う磁気嵐に対するリスク評価等及び対策の充実化＞ 

事業者は、上記調査研究等により、送変電設備に重大な影響を与えるような新

たな知見が得られた場合には、リスク評価等を改めて行い、必要に応じ、対策の

充実化等の検討を図ることが重要である。（P68 再掲） 
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第５章 自然災害等に伴うその他の検討課題について 

 

５．１ 地震による電気火災防止対策について 

（１） 地震に伴う電気火災発生等の状況 

阪神・淡路大震災において 85 件の電気火災が報告されているが、そのうち、電

気用品（移動可能な電熱器（電気ストーブ等）、電気機器（ＴＶ、冷蔵庫等））か

らの出火が 66％(計 56 件）を占めていた。 

また、東日本大震災における電気火災は 68 件、そのうち、31 件が電熱器具から

の発熱が原因と報告されている。 

これまで電気火災防止対策として、事業者による復電時の安全確認、漏電遮断器

の普及、需要家への防災意識の向上等に取り組んでいる。 

首都直下地震報告書による厳しい想定（冬の夕方）では、首都直下地震発生時の

死者数最大約２万３千人のうち、約１万６千人が火災による犠牲者であり、そのう

ち約７千人が電気火災により犠牲になるとされている。このため電気火災防止の徹

底は極めて重要な課題であり、平成 26 年３月に取りまとめられた大規模地震防

災・減災対策大綱、首都直下地震緊急対策推進基本計画及び南海トラフ地震防災対

策推進基本計画に位置づけられているところである。 

また、電気火災を防止するためには、一般家庭や電力会社などの民間企業の取組、

国及び自治体といった公的機関の対策など、全関係者の対応が必要であるとともに

地震発生時等における電気火災の原因に見合った対策が必要である。 

 

表５－１ 阪神・淡路大震災における電気火災の原因分類 

 

 

表５－２ 東日本大震災における電気火災の原因分類 

 消防庁消防研究センター（平成２３年３月１１日～平成２４年３月23日）

発火源、要因の分類 件数

電熱器具からの発熱
落下・落下物で電熱器等のスイッチが入る 18

電熱器等の転倒・電熱器等へ他物が接触 13

電源コード等の損傷
落下物等の圧力による断線・短絡 3

水槽破損等による水の付着 3

電気配線の損傷

配線と照明器具との接続箇所が損傷 2

落下物等の圧力による断線・短絡 6

揺れによる配線と他物との混触 1

電気機械器具の損傷

器具内部の短絡等 8

揺れによる他物のと混触 2

器具と引き出し電線との接続箇所損傷 5

地震動との因果関係不明

電熱器具からの発熱(原因不明） 1

電源コード等が損傷(原因不明） 3

電気配線の損傷(原因不明） 1

津波 津波による浸水 2

合計 68

火災総計 329
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（２） 地震に伴う電気火災防止対策の現状 

① 漏電遮断器の設置状況 

電気火災の防止を目的に設置する機器の一つとして漏電遮断器が挙げられる。

漏電遮断器は、地震時のみならず、平常時を含め漏電による感電死傷の防止とと

もに、漏電による火災の防止対策として設置を推進してきた。 

漏電遮断器は、昭和 42 年頃から電気機器メーカによる開発・製造を開始して

いる。昭和 51 年から電気災害防止を図るため関係業界が漏電遮断器取付推進運

動として未取付けの需要家を対象に啓蒙普及活動を展開しており、民間規程（内

線規程）では、平成 17 年より一般住宅において漏電遮断器の施設が原則として

義務規定化されている（内線規程では平成２年より勧告的事項として規定。）。 

漏電遮断器の普及率は、阪神・淡路大震災当時は全国で 64.5％であったもの

が、現在、全国で 89.0％（関東では 92.9％）となっている。 

また、漏電遮断器は内線規程に位置づけられていることから、新築の場合には

ほぼ 100％設置されている。 

 

 
     図５－１ 漏電遮断器の普及率 

 

（参考）漏電遮断器の機能等（参考５－１） 

機能：電路に漏電がないかを常時監視し、漏電が生じた場合には瞬時に電路を遮断す

る。 

目的：漏電を検知し電気を遮断することにより、感電死傷、機器の破損、発熱による

火災を防ぐ。 

 

②  感震ブレーカーの設置状況 

前述の首都直下地震報告書において、電気火災防止策として木造住宅密集地

域等への感震ブレーカーの普及促進が提言され、また、前記計画等においても

言及されているところである。しかしながら、内閣府世論調査（防災に関する

世論調査：平成 25 年 12 月）によれば、感震ブレーカーを設置していると回答
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した者は 6.6％であるとされているが、メーカ等からの聞き取りでも現状の普

及率は極めて低いとされている。また、感震ブレーカーの導入のための補助金

制度を創設（平成 25 年７月）した横浜市においても、これまでの導入実績は４

件（平成 26 年３月現在）である。 

 

（参考）感震ブレーカーの種類（参考５－２） 

分電盤型：分電盤に内蔵する感震センサーで一定の震度を検知し、電源を遮断するも

の。 

コンセント型（コンセント内蔵型・取付け型）：コンセントに組み込まれたセンサー

で地震を検知し、機器への電力供給を遮断するもの。 

その他（簡易型）：ブレーカーノブに紐で繋いだおもりが一定の震度で落下し、電源

を遮断するもの。 

 

③  現在のスマートメーターの導入計画 

スマートメーターは、既に述べた漏電遮断器や感震ブレーカーと異なり災害

防止を目的に開発されたものではなく、電力使用量を把握するためのメーター

である。電力会社は、以下の計画でスマートメーターを全世帯に導入していく

ことを表明しており、計画に沿って導入するため、既に機器の仕様は決定済み

である。スマートメーターには、震災発生時に自動的に各戸の電力供給を遮断

するような機能は備え付けられていないが、通信による遠隔開閉機能（供給開

始又は遮断する機能）を有するものはある。 

 

   表５－３ スマートメーター導入計画 

    

 

④  感震ブレーカー等のメリット及びデメリット等 

以下に、感震ブレーカー等のメリット及びデメリット等を示す。 

各機器によって、遮断の対象範囲や特性によるメリット、デメリット、費用

等が異なる。電気火災防止に感震ブレーカー等を活用するに当たっては、この

点について十分に検討する必要があるが、それについては後述する。 

 

 

スマートメーター制度検討会資料より作成

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

本格導入
開始

Ｈ２７年
度

Ｈ２６年度
下期

Ｈ２６年度
上期

Ｈ２７年７
月

Ｈ２７年度 開始済 Ｈ２８年度
Ｈ２６年度
下期

Ｈ２８年度 Ｈ２８年度

導入完了
Ｈ３５年
度末

Ｈ３５年度
末

Ｈ３２年度
末

Ｈ３４年度
末

Ｈ３５年度
末

Ｈ３４年度
末

Ｈ３５年度
末

Ｈ３５年度
末

Ｈ３５年度
末

Ｈ３６年度
末
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表５－４ 感震ブレーカー等のメリット及びデメリット等 

 

 

⑤  需要家への周知（注意喚起）の状況 

需要家に対して、震災発生時に望まれる需要家の行動に関する注意喚起ととも

に、防災意識の高揚を図っていくことが必要であることから、これまでも、これ

らについて周知がなされてきた。 

その一例を挙げれば、以下のとおりである。 

 

表５－５ 需要家への周知（注意喚起）の状況 

 

⑥  事業者における復電時の対応状況 

地震に伴う停電において、迅速な復旧と安全確保の両立を図るためには、送電

再開に際しての安全確認のあり方を含めた対応方針を事前に検討し、現場に周知

停止方法 遮断対象 メリット デメリット 復電 費用

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー

分電盤型
家屋一括
遮断

・屋内配線、機器コード、機器の火災を
防止できる

・遮断前警報機能がある
・感震遮断器が動作する前に停電した

場合は、復電時に自動で遮断する

・漏電遮断器が設置されていることが条件
・一括遮断されるため、医療機器や防犯用

の電源は別途必要
・地震検知後、３分の遮断猶予が設定さ

れており初期の出火防止効果は限定
的な可能性あり

・分電盤の取替えが必要な場合、他の
機器に比べ費用負担が大きい

・設置については需要家の意思による 需要家におい
て屋内の安全
を確認し、復
電することで
電気火災を防
止しつつ復電
が可能。

・感震リレーのみの設置
22～35千円程度

・分電盤の取替え
54～80千円程度
(工事費含む)

コンセント型
機器別
遮断

・機器コード、機器の火災を防止できる
・対象とする機器を選択的に遮断でき

る
・設置について、分電盤型のような制約

はない

・屋内配線火災に対する効果はない
・遮断したい機器のコンセント毎に設置

が必要
・設置については需要家の意思による

・５～20千円程度

簡易型
家屋一括
遮断

・屋内配線、機器コード、機器の火災を
防止できる

・設置が簡易
・他の機器に比べ安価に設置が可能

・一括遮断されるため、医療機器や防犯、
避難用照明の電源は別途必要

・取り付け方等により、地震以外の振動
による動作の可能性あり

・おもりの取り付け箇所の有無や、おもり
の重さ等により機能が得られない場合
がある

・設置については需要家の意思による

・１～３千円程度

スマートメーター
家屋一括
遮断

・屋内配線、機器コード、機器の火災を
防止できる

・各需要家に計画的に設置される
・通信機能を使用して、各戸を選択的

に遮断することが可能

・一括遮断されるため、医療機器や防犯、
避難用照明の電源は別途必要

・感震機能を具備していないため、新規開発
が必要

・通信機能を使用する場合、通信設備の
被災により効果低下

・需要家において復電が不可能

現状では各戸
毎に電気事業
者による復電
が必要となる。
なお、安全確
認を誰が行う
かは論点。

・機能を付加する場合は
追加費用がかかる

（日常における注意点）

・電気機器の潜在的危険性の認知

・必要があるものを除き使用しない機器は電源プラグを抜く

・地震時に落下・転倒しないよう設置場所、方法に注意する

・電熱器具の付近・上部に可燃物、落下物を置かない

・日頃から分電盤の位置を確認しておく

（分電盤の付近にものを置かない）

（地震発生時の注意点）

・使用中の電気機器のスイッチを切り、電原プラグを抜く

・可能な範囲で使用していない機器、異常が生じた機器は電源プラグを抜く

・避難する場合はできる限りブレーカーを切り、電原プラグを抜く

・電気機器の消火は必ず消火器で行う

・断線したり、垂れ下がった電線には、絶対に触れない。

・電気の再使用時に電気機器の状態等について安全確認を徹底する。

＜内容（例）＞
・東京消防庁、東京電力(株)のホームページでの広報
・電気保安協会による広報活動（地域イベント参加、パンフレット配布等）
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しておくことが肝要である（電気設備防災対策検討会(平成７年 11 月)）。 

阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、電力各社は復電時の安全確認に一層取り組

んでおり、東日本大震災時においても、以下のように取り組んだところである。

なお、消防庁消防研究センターによる自治体の消防機関に対するアンケート調査

では、東日本大震災においても、電気に起因する火災が発生していることを示し

ている。 

 

＜東日本大震災時の電力会社の対応＞ 

東京電力（株） 

・被害を受けている地域への送電再開は、個別家屋の安全確認を行い、需要家

が不在の場合は基本的に送電を保留した。 

・被害設備仮復旧後の送電再開時における留意点を徹底した。 

東北電力（株） 

・上記と同様、各戸の安全確認実施の後に復電。 

・需要家が不在の場合には、需要家立会いのもと送電する旨のチラシ（停電中 

のお知らせ）を配布し連絡を待った。 

 

⑦ 自家用機器等へのこれまでの対応 

高圧の受変電設備等については、耐震対策として民間規程（高圧受電設備規程）

が定められており、耐震設計や耐震対策例についての留意点が規定されている。 

「東北地方太平洋沖地震による自家用電気工作物の被害状況及び対策方針」

（平成 24 年３月関東地域自家用電気工作物地震対策検討会）では、「一部のキ

ュービクルや変圧器等に傾斜、移動などの被害のあったものがあり、これらは耐

震設計や施工品質が不十分であったと考えられる。このため規程等に記載されて

いる耐震対策を確実に実施することが必要。」とされている。加えて、被害状況

を踏まえて、従来の耐震対策を追記・補完する方針をまとめ、電気主任技術者セ

ミナーをはじめ（一社）日本電気協会等関係機関においても情報を提供している。 

 

⑧ 民生用機器へのこれまでの対応 

電気ストーブ、ハロゲンヒーター等の電気用品に係る対応については、次のと

おりである。 

昭和 37 年 電気用品の技術上の基準を定める省令において、「通常の使用状

態において転倒した場合に危険が生じるおそれがあるものにあっては、容易に転

倒しないこと。」を義務付けた。 

平成 18 年 電気用品安全法の第２項基準（国際規格に準拠した基準）に、地

震対策として「転倒した際に作動するスイッチなど安全装置をもつもの」及び「電

源スイッチが不用意に ON になってはならない」という規定を追加した。 

国内に流通している電気ストーブ等は、海外メーカ製を含む輸入品が多いが、
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平成 18 年以降に製造・輸入されたものについては、地震対策としての技術基準

を満たしたものが流通している。 

平成 24 年 観賞魚用ヒーターについて、温度過昇防止装置の設置等を定めた

業界の統一規格が策定された。 

 

（３） 今後の方向性について 

① 漏電遮断器の普及策について 

漏電遮断器の普及率は 89％となったが、未だ設置されていない 11％について

は今後も設置を促進することが必要である。そのためには、この機器の普及が地

域の災害防止（減災）に寄与することを周知する等、地域ぐるみの推進策が必要

である。 

一方、新築についても着実に設置することで普及率は向上する方向となる。よ

って、国及び関係者は、以下の資料及び周知方法により普及促進を図る必要があ

る。 

ア 広報資料の作成（パンフレット等） 

a  電気火災防止対策を促進するため、漏電遮断器の設置等を含む効果的な

取組を推奨するパンフレット等を作成する。 

b パンフレット等には日常から必要な準備や機器の点検、地震発生時に望

まれる具体的行動を記載する。なお、パンフレットは、電気火災防止対

策を充実させるための調査事業の一環として作成する。 

イ 周知方法 

a  定期調査時のほか、変更工事等の機会を捉えて電力会社、電気保安協会、

全日本電気工事業工業組合連合会等、関係機関協力の下、パンフレット

を配布、設置の働きかけを行う。 

b 自治体による地域毎のリスク評価、火災防止対策実施率の周知も必要と

考えられるが、関係機関との協議が必要。 

 

②  感震ブレーカー等の普及策について 

震災による火災延焼防止対策として、感震ブレーカー等を活用する場合、

普及の対象とするエリア等については、以下のように考えられるが、具体的

には技術的内容等を含む情報をとりまとめ、国（内閣府、消防庁、経済産業

省）、自治体その他関係機関との協議により合意形成することが必要である。 

 

ア 対象のエリア（案） 

首都直下地震対策：首都直下緊急対策区域において、地震時等に著しく危

険な木造家屋密集地域（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県内の各地域等） 

南海トラフ地震対策：南海トラフ地震防災対策推進地域において、地震時

等に著しく危険な木造家屋密集地域（神奈川県、愛知県、滋賀県、京都府、
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大阪府、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県内の各地域等） 

 

イ 適用機器（案） 

電気火災の防止について、漏電に対する防護としては漏電遮断器（普及率

89％）、過電流（短絡）に対する防護としては配線用遮断器（普及率 100％）

が活用されている。さらに、感震ブレーカー等の設置について、メリット、

デメリット等から適用に当たっての主な論点を整理すると以下のとおりで

ある。 

 

表５－６ 各機器の保護範囲 

 

 

a  電気火災防止のための供給遮断の範囲 

分電盤型、簡易型は、屋内配線、機器コード、機器の通電を遮断する

ことから出火防止の対象範囲としてはコンセント型より広い。ただし、

屋内を一括で遮断するため、必要に応じて、別途電源を用意することが

求められる。 

コンセント型は、屋内配線の保護はできないが医療機器、避難用照明

等、地震時においても電力供給が必要な機器に供給を継続しつつ、電熱

器具等についての供給を遮断する等、機器を選択的に遮断することがで

きる。需要家においては、電力供給を遮断する対象機器を確実に識別し、

コンセント型に接続することが必要である。 

いずれの場合も、火災防止と電力供給のバランスを図るため、遮断時

の影響及び必要に応じてその対策を考慮の上、遮断による防火保護の対

象範囲を検討することが重要である。 

b   設置に係る制約等（設置の条件、工事の要否、難易性） 

機器を設置するにあたり、電気工事を必要とするのは、分電盤型及び

コンセント型（内蔵型）である。他方、コンセント型（取り付け型）及

び簡易型は電気工事士による工事は必要なく、需要家による設置が可能

である。 

分電盤型については、感震リレーが地震動を検知した際、漏電してい

るという疑似信号を漏電遮断器に出力し漏電遮断器を動作させるもの

であることから、漏電遮断器が必要である。また、感震リレーを追設す

屋内配線 機 器

漏電
(地絡)

ショート
（短絡）

漏電
(地絡)

ショート
（短絡）

転倒・落下物等

平時（地震時）
漏電遮断器 ○ × ○ × ×

配線用遮断器 × ○ × ○ ×

地震時

コンセント型 × × ○ ○ ○

分電盤型※ ○ ○ ○ ○ ○

簡易型 ○ ○ ○ ○ ○

※：避難照明等のため、３分の遮断猶予時間を設けている
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る場合、設置スペースの確保が必要である。 

簡易型を設置する場合も、設置スペースの確保が必要であり、その遮

断性能については、設置の方法の適切性やブレーカーとの適合性に依存

する場合があることから、確実に動作することを確認する必要がある。 

c   設置費用（費用負担） 

設置に要する費用は、安価な順に簡易型、コンセント型、分電盤型と

なっている。 

ただし、コンセント型は、遮断対象機器を接続するコンセント毎に設

置する必要があるため設置数に応じて費用が嵩む。各機器とも設置に要

する費用を誰がどれだけ、どの様に負担するかは検討課題である。 

d  復電の容易性 

分電盤型、コンセント型及び簡易型のいずれにおいても、需要家自ら

屋内の安全を確認し、復電することで電気火災を防止しつつ容易に復電

が可能である。ただし、安全確保のためには、需要家による復電前の点

検が確実に実行されることが必要である。電気火災の防止に活用する機

器は、復電の容易性を始め各機能について、消費者の視点から操作性の

高いものが求められる。 

e   普及の確実性 

分電盤型、コンセント型、簡易型のいずれにおいても需要家の意思に

よる設置（普及）となる。 

f   維持管理 

分電盤型、コンセント型については、需要家による定期的な動作確認

及び耐用年数に応じた管理が必要である。簡易型については、設置の状

態が維持されていることの確認が必要である。 

g   作動信頼性 

感震ブレーカーの感震遮断性能等については早急に調査、確認するこ

ととする。 

h   スマートメーター活用の可能性 

スマートメーターの通信機能を用いて震災時の供給遮断を行うとし

た場合の信頼性、通信機能を用いずに供給遮断を行うための当該メータ

ーへの感震機能やメーター設置場所において復電や遮断操作を行う機

能の搭載可能性等の技術的事項及び消費者の視点からのメリット・デメ

リット等について事業者の協力の下、調査を早急に行う。 

これらの事項を勘案しつつ、適切、かつ、効果的な機器を選定し設置を普

及することが肝要である。 

 

ウ 普及方法（案） 

a 感震ブレーカー等の導入支援にかかる制度の創設、費用負担等 
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普及のためには感震ブレーカー等の費用を誰がどのように負担する

のかが課題である。速やかに普及するためには、補助金等の支援制度が

必要と考えられるが、補助率、補助対象等を含め関係機関との協議が必

要である。 

b  普及のための広報については、後述の需要家への周知と併せて実施す

るのが合理的である。 

 

③  電気火災防止対策を充実させるための調査 

電気火災防止対策を充実させるための調査事業として、以下の検証、分析

等を行う。 

ア 電気火災の防止対策が実施されていない環境の分析・未対策の原因調査

及び効果的な普及対策の提案 

イ アを踏まえた普及・周知パンフレットの作成 

ウ 電気火災発生のメカニズムの調査研究 

エ 感震ブレーカーの感震遮断性能についての調査 

オ スマートメーター活用の可能性調査 

 

④  需要家への周知 

ア 今後周知すべき事項 

今後は、これまでの周知事項の内容に加え、以下の事項についても、国、

地方自治体、事業者、その他関係機関協力の下、積極的な周知を行ってい

く。 

a  漏電遮断器設置の必要性、機能 

b  感震ブレーカー等設置の必要性（設置の目的、機能、効果、設置時の

注意等を含む） 

c  避難用照明、保安機器等、必要な電源の確保の必要性 

d  漏電遮断器、感震ブレーカー、非常用照明等の点検の必要性 

e  感震ブレーカー動作時の対応（避難時の注意、復帰する場合の注意等） 

f  感震ブレーカー不動作時の対応（手動操作の必要性等） 

g  地震発生時の復電時における電気機器、配線の点検に係る事項 

イ 周知の方法 

a 国、地方自治体、事業者、その他関係機関協力のもと、広報を実施：パ

ンフレットの配布、回覧版、新聞、ＴＶ、ＨＰ等による広報を行う。 

b  コミュニティ（自治体等）における取組の促進：自治体による地域毎の

リスク評価、火災防止対策実施率の周知も必要と考えられるが、前記と

同様、関係機関との協議が必要（P76 再掲）。 
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⑤  事業者における復電時の対応について 

地震に伴う停電を復旧するに当たっては、被害の状況に応じて安全を確認

した上で供給を開始することとしているが、新たな知見、教訓を都度取り込

みつつ、基本的にこれまでの対応を継続して実施することが肝要と考えられ

る。 

 

⑥  自家用機器等への対応 

高圧受電設備等の耐震対策としては、民間規程（高圧受電設備規程）に定

められているが、東日本大震災において必ずしも規程に従って十分な対策が

取られていなかった設備について、被害が認められた実態から、ここから得

られた教訓、知見及び有識者の意見等を踏まえて、規程の見直し、充実の必

要性を確認・検討し、規程に反映する。 

 

⑦  民生用機器への対応 

電気ストーブ、ハロゲンヒーター等の電気用品について 

ア 消費者に対して、安全対策が不十分な古い電気器具等の危険性に関する情

報提供を行い、安全な器具等への買替の促進を図る。 

イ 製品安全意識の向上を図るために、消費者教育を実施する。 

 

 

５．２ サイバーセキュリティ対策について 

電力システムを対象としたサイバーセキュリティ対策について、平成 25 年度経済産

業省委託事業54で検討され、平成 26 年２月末に報告書（以下、単に「報告書」という。）

がとりまとめられた。今回、その報告内容を踏まえ、今後の対応策を検討することと

した。 

 

＜報告書概要＞ 

（１） 背景・目的及び検討内容 

① 背景・目的 

電力システムは、現状、クローズドな制御系ネットワークにて制御・運用さ

れているものの、今後はＩＴ技術の高度化等に伴い、外部の通信ネットワーク

との相互接続機会が増加すると見込まれる。  

他方、サイバー攻撃の手法についても、複雑・巧妙化してきており、セキュ

リティリスクが上昇している。また、政府「サイバーセキュリティ戦略」（平

成 25 年６月情報セキュリティ政策会議）でも、甚大化するリスクの一つとし

て、電力システムへのサイバー攻撃による大規模停電が挙げられており、適切

な対策が求められている。このため、サイバー攻撃による電気設備の事故等の

                                            
54 平成 25 年度次世代電力システムに関する電力保安調査（委託先：株式会社日本総合研究所） 
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未然防止等に資するため、サイバー攻撃のリスクの洗い出し及び必要な安全確

保策の検討を行った。 

 

② 検討内容と体制 

委託事業では、電力システムやサイバーセキュリティの有識者による委員会55を

設置・開催するとともに、次の観点から検討した。 

ア 現状の電力システムにおけるサイバーセキュリティ対策 

イ 将来の電力システムにおけるセキュリティリスク 

ウ 諸外国におけるサイバーセキュリティ対策の状況 

エ 他産業におけるサイバーセキュリティ対策の状況 

オ 今後の電力システムにおけるセキュリティ確保策の在り方 

 

（２） 現状の電力システムにおけるセキュリティ対策と将来におけるリスク 

現状の事業環境におけるサイバーセキュリティ対策について、事業者各社への

ヒアリング及びアンケートによる詳細調査を実施した。 

調査結果の分析によると、現状の対策は一定の評価ができるとされた。ただし、

今後の事業環境変化（①外部との接点増加、②系統制御の高度化、③事業者の多

様化）を踏まえた対策の検討が必要とされた（参考５－３）。 

 

（３） 諸外国・他産業のサイバーセキュリティ対策の現状 

① 米国の例 

米国では、報告されたサイバーインシデントのうち、エネルギー関連事業は

41.4%となっている56。サイバーセキュリティ対策が進んでいる米国では、NERC

（北米電力信頼度協会）がサイバーセキュリティ対策に関するガイドライン

（CIP57）を策定しており、当該 CIP では、システムの重要度別にセキュリティ

要件とその確認方法が具体的かつ定量的に規定している。事業者は、CIP の遵

守状況について FERC（連邦エネルギー規制委員会）に提出し、FERC が評価す

るスキームとなっている。 

 

② 他産業における取組例 

情報通信産業においては、電力システムにおける公衆回線活用機会の増加を

見据え、送信元ブラックリスト等の情報共有、電力事業者と情報通信事業者が

参加する演習の共同開催など、業界横断的な取組の充実化を検討している。金

融業界においては、内部への侵入を前提とした内部対策、及び出口対策を強化

                                            
55 委員長：新 誠一（電気通信大学） 
56 米国 DHS－CERT(2011 年 10 月１日～2012 年９月 30 日） 
57 Cyber-security Critical Infrastructure Protection 
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（マルウェア対策ソフトの高度化、データベースアクセス監視、不審な通信の

検知等）している。 

プラント産業においては、外部からの侵入・感染を前提とした対策の強化（侵

入後に重要なシステムまでは到達を許さない多段構成、侵入検知システム、ホ

ワイトリスト方式58の導入等）とともに、制御システムのセキュリティマネジ

メントシステムに関し第三者認証の試験的事業を開始している。 

これら、他産業における取組事例から、外部接続点を極小化するクローズド

なネットワーク構成を前提としつつも、外部からの侵入はあり得るという想定

に立った、二重三重の多層的な対策を実施することが重要であることが示唆さ

れた。 

 

（４） 電力システムにおけるサイバーセキュリティ対策の在り方 

上記（２）及び（３）の電力システムにおける現状と課題、米国及び他産業の

対策例を踏まえ、今後の対策の在り方として、以下が提言された（参考５－４）。 

① マネジメントシステムの確立 

リスクを考慮したマネジメントシステムの確立として、リスクアナリシスの

実施や電力設備・機器（スマートメーター含む）の調達・廃棄における対策等

を実施すること。 

 

② 外部接続点の対策徹底 

外部ネットワークとの接続点における対策として、不正な通信の監視・検知

や侵入防御の多段構成等の対策等を実施すること。 

 

③ 業界横断的な情報共有 

情報通信事業者等他分野の情報セキュリティ技術者等との情報共有の強化

（共通脅威の分析等）を図ること。 

 

④ セキュリティ人材の訓練・育成 

経営課題としてのサイバーセキュリティ対策の重要性の啓発を図るとともに、

設備・機器の導入、運用及びインシデント発生時に適切に対応できるセキュリ

ティ人材の訓練・育成等を図ること。 

 

⑤ 電力分野のサイバーセキュリティガイドラインの策定等 

事業環境の変化も踏まえたガイドライン（日本版 CIP）の策定とともに、セ

キュリティ対策の実効性を高めるための検討を行うこと。 

 

 

                                            
58 事前に認証されたプログラムのみ動作する方式 
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（５） 報告書を踏まえた今後の対応について 

上記電力システムのサイバーセキュリティ対策に係る委託事業報告書を踏まえ、本

ＷＧにて検討を行ったところ、今後の対応として、以下をとりまとめた。 

 

    ① （４）①～④の報告書提言について 

ア 事業者において、今後とも、サイバーセキュリティに関する動向を収集す

るとともに、報告書に盛り込まれた対策の充実化を図ることが必要である。 

イ 国は、事業者のこの取組状況を定期的にフォローアップすることが重要で

ある。 

 

    ② （４）⑤の報告書提言について 

ア 電力分野のサイバーセキュリティガイドラインについては、現在のセキュ

リティリスクに鑑み、現時点で法的枠組に組み入れることは適当ではなく、

事業者の自主保安の充実化を補完する役割を担っている民間規格として、策

定を民間規格策定団体等に委ねることが重要である。 

イ この際、当該ガイドラインは、制御系システムに連系する電源等を有する

者又は有する可能性のある者も対象となるため、これらの者の意見を聞きつ

つ、策定が行われることが重要である。 

ウ 国は、当該ガイドライン策定に当たって、必要な助言を行うことが重要で

ある。 

エ 更に、セキュリティ対策の実効性を高めるために、事業者の当該ガイドラ

インの遵守状況を確認することが重要であることから、第三者認証制度の活

用も含め、国が中心となって、引き続きその枠組を検討していくことが必要

である。 
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おわりに 

 

 本ＷＧでは、一般電気事業者各社及び電源開発（株）の協力を得て、大規模地震・津波

等の自然災害等を対象に、電気設備の耐性及び復旧迅速化対策等の検討を行い、中間報告

としてとりまとめた。 

 

今回の評価は、主に事業者からの報告を基に、電気設備の耐性等を確認したものであり、

課題も残された。 

特に、南海トラフ巨大地震、首都直下地震が発生した場合、基幹送変電設備による供給

支障は、追加対策等により、１週間程度で解消見込みとなる一方、火力発電設備は、極め

て保守的な前提であることに留意が必要であるが、全出力の約７割が１週間以上停止する

と想定された。このため、今後、早急に需給等シミュレーションを実施し、その結果等を

踏まえて、著しい供給支障の防止のため、従来の対策に加えて、合理的なあらゆる措置を

検討していくことが提言された。 

また、事業者が今後実施するとされたダム、LNG タンク、基幹送変電設備に対する詳細

評価についても、今後確認していくことが必要である。 

一方、災害対応公的機関等への非常用発電設備の導入、電気火災対策に係る検討等につ

いては、その検討方法を示すにとどまっており、最終報告に向けて、引き続き検討が必要

である。 

 

防災対策や迅速な復旧を図るためには、事業者のみならず、国、関係機関などの関係者

がそれぞれの役割を適切に果たしていくことが肝要である。事業者は、電力の安定供給と

いう使命と責任の下、災害に強い設備づくりや早期復旧に向けた防災体制の確立が必要で

あり、国、関係機関などは、事業者の取組を連携・支援していくことが重要である。特に、

大規模広域災害に当たっては、これら関係者と社会全体が一体となった対策が重要である。 
 

平成 25 年 12 月に、国会は、国土強靱化基本法59を成立させた。その前文には、「我々

は、自然の猛威から目をそらしてはならず、その猛威に正面から向き合わなければならな

い。」とあり、また、基本理念には、「必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に

資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要である。」と謳われている。 

今後とも、本ＷＧでの検討を継続していく上での大きな指針となるであろう。 

 

  

                                            
59 「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（平成 25 年 12 月 11 日法

律第 95 号） 
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電気設備自然災害等対策ワーキンググループにおける 

検討の経緯 
 

 

 

第１回 平成 26 年１月 22 日 

○評価対象とする自然災害等を巡る現状及び課題について 

○電気設備自然災害等への対策に関する検討の方法等について 

 

第２回 平成 26 年２月 18 日 

○首都直下地震時における電気火災防止への対応について 

○水力発電設備についての検討に係る考え方について 

 

第３回 平成 26 年４月 15 日 

○電気設備の耐性評価及び復旧迅速化対策の検討結果について 

○今冬の雪害に対する対応について 

 

第４回 平成 26 年４月 22 日 

○大規模地震に対するダム耐震性能照査結果について 

 

第５回 平成 26 年５月 14 日 

○電気火災防止への対応について 

○電力システムへのサイバーセキュリティ対策について 

○集中豪雨及び地すべりに対するダムの耐性等検討結果について 

 

第６回 平成 26 年６月３日 

○大規模地震に対するダムの耐震性能照査について 

○水力発電設備（ダム）の検討結果（集中豪雨・地すべり）について 

 

第７回 平成 26 年６月 24 日 

○ワーキンググループ中間報告書（案）について 

 

懇談会 平成 26 年６月 12 日 

○ワーキンググループ中間報告書のとりまとめに当たっての考え方（案）について 

 


